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地 方 財政 調整 制 度 を め ぐる代lii…li…i的論 者 間 の

論 争 と そ の 現 代 的::lil:義

一 民主主義 的地方財政調整制度の確立への一つ1:り試 みによせて一

李
ヨ
ヨ 均

1は じ め に

日本 におけ る地方財政調整制度 は.,昭 和6年 当時内:務省事務.官であ った永安

百 治民が最初 に との制度 の導入 を提 唱 し,同 年同 じ内務省事務官であ った三好

重夫氏 も導入 を提 唱 した。 このようにまず官界か らi:;i:i入論が台頭 したが,そ れ

か ら学 界 において も当時京都大学教授 であ った汐見::三1郎氏や当時大阪商科大学

経済研究所教授 であ った藤 谷謙二氏 をは じめ,多 くの論者 が様 々な形 で この制

度の導入を主張 した1)。

この ような官 界 ・学 界におけ るこの制度 の主張 および活発 な研究 の影響 を受

け,昭 和9年 第65議 会 において この制度に対す る法 律:案が初 めて議会 に提出 さ

れ,ま た昭和10年 第67議 会 において も法律案が再 び:i!l…出 され重書発 な論 議が行 わ

れ るな どの経過 を経て,昭 和11年 第69議 会 においrl:日;本:最初 の地方財政調整制

度 である 「臨時 町村財政補 給金」が成立す るに至 った.巳〕、.

、)拙 稿 「地 方財 政難 制 度 の成 立過 程i・おけ る論 者の 購 ど1…・.・:・帰 結・一地方財 政纏 制 度 の中央

難 的 性格 に関 す る一 考察 一(1)(2)」 都i燗 題 ・993年 ・月41:…・.・1993年2腸.当 時 の 骸 的 論

氏,三 極 夫 氏,汐 見三 郎 馬 藤 谷謙・三民の4・1…現 形 を考 察 し・ そ こ か ら中 央者 の永安 百 治

化 のた め に中央 集 権的制 度 として中央 集権 的地 方財政 調整制 度 を主.輩…した 「永 安 説」 を集 権.強

見 出 し,そ して その 「永安 説」 が 「臨 時町村 財政 補給 金」 の匠1:;:立に.おい て絶対`内な影響 を与 える

日本 地方 財政調 整制 度 は中央 集権 醐 講度 と レ:=鷹賦 した と・・う こと棚 らか に しこ とに よ ってり

,隔 稿 「地方分権論。挫折、中央難 的地方財雄 ・榔 ・・…諒 概 地方財政難 制
度 を め ぐる論 議 を中 心・・一」 「財政学 研究 」第18号 ・ 】.993'x`一dlfzgl確定 謙 におい て・ 地 方分 権

論 が挫折 し中央 集 権 的地方 財政 調整制 度が 成立 してゆ く過程 を明 らか にしブ:二。
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以上 の ような成 立過程 を経 る間に,当 時の代表的論者 の間において,激 しい

諸論争が行 われた。つま り,地 方財政調整制度 を中身と集権強化 の制度 として取

り上げた永安百治民 と,地 方財政 を支 え,地 方 自治 を発展 させ る制度 として取

り上げた論者 との間に,こ の制度 の本質 をめ ぐる激 しい論 争が行われ た。昭和

8年 永安百治氏 と汐見三郎氏 との論争,そ して永安百治民 と藤谷謙二氏 との論

争 はその代表 的な ものである。

これ らの論 争は様 々な面で地方財政調整制度の本:来あ るべ き姿 を提示 した極

めて重要 な論議 であ り,そ の後の議 会におけ るこの制度 の成立 をめ ぐる論議 の

中心 をなす な ど,今 日に至 るまでの この{　:度に対 す る・詰論議の原点あ るいは論

点 の基本 をなす窮 めて貴重 な性格 を もつ,初 めての論争 であった。 しか しなが

ら,そ の当時 の代表的論者 の論争 に対 しては,今 日までの地方財政 の数多 くの

研究の中で,一 度 も指摘 され てい なか った.::.とには驚 くべ きことで ある。

したが って本稿は,こ れ らの論争 を初 めて考察 し,こ れ らの論 争の現代的意

義 を見出す ことを 目的 とす る。つま り本稿は,こ れ らの論 争の中の どのよ うな

見解 が今 日において も衰 えることな く:基本的思想 として作用 してい るのか。そ

してその結果が今 日において どんな形 で現れているのか を批判的 に明 らか}とす

る。 同時 に,こ れ らの論者 の中の,当 時は制度化 されず,今 日で もほ とん ど制

度化 されてい ない優れた見解 を,今E3の ような中央:集権的地方財政調整制 度を

根本的 に立て直 し,民 主主義 的地方財政 調整1制度 を確立す るた めの一 つの手が

か りとして提示 したい。

11永 安 百 治 と汐 見:i…≡:郎との 言禽争

1.永 安 ・汐見論争の概要

両者 におけ る論争 を考 察 す る前 に,両.者 の見解 の特 徴 を明確 に し て お こ

う8》。

3)拙 稿 「地 方財政 調整 制度 の成立 過程 にお ける論i:ilの見爆1とそ の帰 結一 地方 財政 調整 制度 の 中央

集権 的性 格 に関 す る一考 察(1)(2)」 。一 参照.され:た:い.,
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まず,当 時内務省事務官であ り,「 内務省案」 を立葉 した永安氏の見解 の特

徴は,第1に,中 央集権 の強化 の必要性 を強調 し,そ の中央集権化 の手段 とし

て中央集権的地方財政調整制度 を主張 した こと、,第:;;i:1.こ::,地方 財政 を救済す る

た めには交付金制度が唯一 の方法であ るとい う 「交付金単一噌制 を主張 した こ

と。第3に,交 付金 の使途 を地 方税 の軽減 に限定 し、 地方財政 の監督の徹底 を

主張 した ことであ る。

次 に,当 時京都大学教授であ り,地 方財政 の統計的実証分析 において先駆的

業績 を残 した汐見氏 の見解の特徴は,第1に,交 付lili葦制度 を地方 自治の中で活

か し,漸 進的 に地方 自治 を発展 させ るための制度 としての地方財政調整制度 を

主張 した こと。第2に,地 方財政救済 の根本策は行政[区::域の変更 であ って,交

付金制度 を これ らと共 に応急的 に併用すべ きであ る1:い「・う 「交付金併用論」 を

主張 した こと。第3に,交 付金の使途 を永安 氏 と同1:::,.:::,地方税軽減 に限定 し

た ことであ る。

この よ うな見解 を持 ってい る永安氏 と汐見氏 との間 における地方財政調整制

度 の本質 をめ ぐる論争は,汐 見氏が 「内務省案」 をみて、 い くつかの点を指摘

した ことに始 まる。

まず汐 見氏 が 「地方財政の改革」(経 済論 叢36巻1号,昭 和8年)の 中で,

内務省案 をみ て,「 地方財政 調整來付金はわが国に:お挿 る地:方税負担 の不均衡

を軽減 す る案 としては巧妙な る方策 であ る。」4)といいなが らも,次 の4点 を指

摘 した。それ は,第1に,地 方財政調整交付金採用 の動機,第2に,国 費地方

費 の負担区分 と使 途の問題 第3に,交 付金最高限 の決定 の問題 とそれ に伴 う

調整機構 の設 置の問題 第4に,国 家財政及 び地方財政 の組織全体 と地方財政

調整交付金 との関係 の問題であ る。

これ に対 し,永 安氏 は 「地方財政調整 交付金制度 に就 いて」(自 治研究9巻

2号,昭 和8年)の 中で,「 私は最 もこの疑問 に答 点るに適1当なる者 と考 える

4)汐 見三郎 「地 方財 政の改革 」経 済論 叢36巻1号,昭 和8年,2:…i:　.・:1一・ジ。
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わけでは ないが,初 よ り本制度 の立案にi

と,汐 見氏 の見解 に強 く反論 した。 このコ

「地方財政調整交 付金 を批判す」(経 済1

第1を 除いた第2,第3,第4の 問 題に・

に もかかわ らず,私 は固 く自税 を維 持 しフ

た。以下,各 論点 を検討 しなが ら筆i者の.i

の現代的意義 を取 り上げてみ よ う。

第1の 論点 は,地 方財政調整交付金を;1

まず汐見氏 がこの制度 の採用 の動機 を、.

課税標準 に土地賃貸価格 を採用 し,第 訓

改革が 田舎の付加税収入 を減 じ,田 舎の:t

す るために交付金 を採用 しよ うとしてい1

関連 させ て解釈 している。

汐見氏gこ の よ うな見解 について,永ii

い。また その推測 は全 く何かの誤解 に基'

政 調整交付金制度 の必要は,昭 和6年 当　

て,「 地方財政調整交付金」 なる名称はii

氏が推測 してい るよ うな考 えを懐 いたこ1

この永安氏の反論 について汐見氏は,　

撤 回 して置 く:と誤解 を認めなが ら,「 最il

を交付金が救 うとい うのでな く,国 税改]1

来 なか ったσ)を,交 付金が一層軽 くす る1

解 を整理 している。

i、IE…・・6号

i.、=:たって い る関係 上,所 見 を述 べ る5)」…

L:.:…棄民 の反 論 に対 し
,汐 見 氏 は 再 び

i.'..艘,36巻3号,昭 和8年)の 中 で,

..:⊃1.,・て は,永 安事 務官 の反論 が あ った

12こ.いei)再反 論 し永 安 氏 も反論 繰 り返 し

1:…価 を加;≧.る こ とに よ って,こ の論 争

1.=1.用す る動 機iで あ る。

「最 近 の 国税 の 改 正,例 え ば地 租 の

i:ii.所得 税 の免 税 点 を引 き上 げ た よ うな

・.1
、1方財 政 を苦 しめた の で,こ れ を是 正

i.i、:..∫7)と,国 税 改 正 と交 付 金 提 唱 とを

i:=i」瑠 ま,こ::れ は 汐 見氏 の推 測 に過 ぎ な

つ・くもの で あ る と述 べ なが ら,地 方財

i.、Fに.お け'る我 々同人 一 致 の意 見 で あ っ

:i幽::私の命名 した もの で あ って,汐 見

i.:.はな い3)と.反論 して い る。

i...が誤 解 し.た様 子 で あ るか ら,こ れ を

::」:の国 税 改革 が 田舎 の人 を苦 しめ た の.

・二で ま だ充分 田舎 の人 の 負担 を軽 く出

::.と.とな るの で あ る。」9)と,自 分 の誤

5)永 安 百治 「地方 財政 調整交 付 金制度 に就:いて」 自治研 究{擁 壁2号,昭 和8年,35ペ ージ。

6)汐 見三郎 「地方 財政 調整交 付金 を批判 す」 経済 論叢36巻3号,昭 和8年,55ペ ージ。

7)汐 見三 郎 「地 方財政 の改 革」234ペ ーこう。

8)永 安 百治 「地方 財政 調整交 付 金制度 に就 い て」 自治研 究9巻2号,昭 和8年,36ペ ージ。

9)汐 見三 郎 「地方 財政 調整交 付金 を批判 す」経 済論 者釦6巻3'匪 あ 昭 和8年,54ペ ー ジ。
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確 か に,こ れ は 汐 見氏 の誤 解 で あ った 。 なぜ な ら時;1ζll的にみ て も 昭 和7年

の 国税 改 正 の 以前 に,す で に永安 氏 は昭和6年 に交 付金 制 度 を主 張 し,発 表 し

た か らで あ る。

2.「 交付'金単一論」 の始末一 中央集権化の促進一一一・「

第2の 論点は,国 費地方費の負担区分 と使途 の問理i:であ る。

まず汐見氏は,交 付金制度の 目的 は過重 な地 方税(:;:〕負担 を軽減す るに存 して

いる。 しか し少額 の交付金 を受けて も一方は国家 よ1:IIIτ:)委任事務が遂年増加 し,

更 に地方団体 が経 費 を浪費す る傾 向にある。つ ま り…iiii:i務教育費 国庫負担金 を多

額 に受け取 ってい る町村が不急 の事業 を起 こして戸舞1:割を増 し。 しか も尋常小

学校教員の俸 給 を払 わなか った りす る実例がある と指摘 し10),第1iこ,国 費地

方費 の負担区分 を是正す ると同時に,第2に,交 位i:」7)使途 を限定す る とい う

根本的 な方策 を講 ず る必要が あると指摘 してい る。

この ような汐見氏の主張 に対 し,永 安氏 は,ま ず第.ユの国費地 方費の負担 区

分 の反論 につ いては こう言 う。 「今 日にお ける地方財 政中最 も重要 なる ものは,

財 力の貧弱 なる地方団体 の財政緩和 であ って,こ の[・i:題は,国 費地方費の負担

区分 の是正 では効果乏 し く,従 って地:方財政の欠陥 をil非除 し,是 正す るには,

地方 団体 の特異性 に立脚 して,地 方 団体 の財力の懸隔 に基 づ く地方負担の不 均

衡 を調整す る ことに中心 を置 く地方財政調整交 付金制度 に,ほ とん どその一切

の解決 を託す るこ とは至 当である。」mと 。 この よ う1::二永安氏 は,国 費地方費

の負担 区分の是正 を反対 し,永 安氏 の見解 の特 徴に示 され てい るように,r交

付金単一論」 を主張す る ことによって,汐 見氏 の主i　i:.に:二反論 している。

そ して第2の 使途指定 の問題 に対 しては,「 交付≡ll圭.の使途 を限定 しない こと

が,本 制度の特徴 であ って,他 の補助金奨励金 等 と1……il….を異にす る所で ある。交

付金の使途 を限定すれば,調 整交付金の本質 と全 く:1::目容れ ない のであ る。交付

10)汐 見三 郎 「地 が 財政 の改革」234-235べ 一一ジ。

11)永 安百 治 「地 方 財政 調整 交付 金制度 に就 いて」38ペ ー ジ。
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金 の使途 を限定す るな らば,現 行の各種

調整 目的 を達 し得 ないのであ るか ら,交 ・

ある。」12)と反論 している。

この よ うな永安氏 あ反論 に対 し,汐 見」

「私の意味は地方費の整理 を充分 に行い,

入 では負担 し切れず制限外課税 を行 い戸1

税負担 を財政調整交付金 で軽減せ よとい1

付金制度 の 目的は地方税 の軽減 にあ るか1

せず,そ して地方費 の整理 を行 われ ない,

出発すれば,交 付金は右か ら左へ と不急;i

高額の戸数割 は依然 として徴収す る現象;{

ことがで きない。」13)と,国 費地方費 のli

途 を地方税軽減 に限定す ることを強 く主1!

要す るに,汐 見氏は,ま ず 国費地方費 ρ

理 し,そ れ にによって地 方税負担 を軽減彦

の よ うな諸弊害 を防 ぐためには交付 金の惨

し,よ り地方税負担 を軽減す ることによく

である。

しか し汐見氏の この使途指定 の意味は,

は地方財政統制 のための紐付 きの補助金 と

方 自治の未成熟段階 を認識 し,国 費地方iil

用 して負担 をより軽減 す ることに よって,

的 に地方 自治 を発展 させてゆ くとい う意賜

る。

これ に対 し永 安 氏 は,も っぱ ら 「交 付3i

1.・5^6・号・

脚 切金 の類 と選 ぶ所 な く,し か も財 政:

・'金の使 途 ぽ 自治 団体 に一任 す べ きで

i..i:1ま再 び.次の よ うに反 論 し て い る。

.ll::らに そ の上,地 方 団体 が 普 通 の税

:i':.割を増 収 してい る場 合 に,こ れ ら租

:::llDであ る
,,な ぜ な ら地 方財 政調 整 交

;::であ る。 しか し交 付 金 の使 途 を制 限

;…二い うよ うな立 前 か ら交 付 金 制 度 が

…i「業 に 当て る。 そ して制 限 外 課税 及 び

バ行 わ れれ ば 自力 更 生 は 何処 に求 め る

i:1.担区分 の是正 に よ る地 方 費 整 理 と使

i.i;1.,.てい る。

::負担 区分 の是 正 に よ って地 方費 を整

1國嚇 。 さらに,義 務教 育費 国 庫負 担 金

..i途 を明確 に地 方 税 負担 の軽 減 に限 定

:…:=地方 の 自力 更 生 を図 る とい う立場

く:漏の よ うな 国家 政 策 の 誘 導 あ るい

:.して の使 途 指 定 では な く,当 時 の地

　:2:)負担 区 分 の 是 正 に交 付 金 制 度 を併

1:1りあ えず 地 方財 政 の 自力 を り漸進

…:馬お い.て償…途 を制 限 してい るの で あ

…1単一論 」 を主 張 して い るか ら,国 費

12)同 上,38-39ペ ー ジ。

13)汐 見 三 郎 「地 方 財 政 調 整 交 付 金 を 批 判 す 」59-6〔.卜.';...剛ジ 。
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地 方費 の負担区分 の是正 な どの諸方法に反対す るのは:当然 め帰結 であ るが,し

か し永安氏の交付金の使途 につい ての考 え方 には次の1::う1こ考察 しなけれ ばな

らない点が残 ってい る。

つま り,永 安氏は別 の論文 「再 び地方財政 調整交付金制度 に耕し・て」(自 治

研究9巻12号,昭 和8年)の 中で.「 交付金 の使途 ・ill「…艮寇 しない ことが本 制度

の特徴であ るとい うことを述べたのに対 し,重 ねて?:%'!a…縛=ヒ か 君=・非難 を受 けた

が,汐 見博士 の使 途 とは,減 税 を意 味す る ものである、=:.とが二度 目の論文 によ

って明 らかにせ られ たの で,そ の意味 ならば,別 段 意見の相違力:ない ことをこ

の機会 に附記 して置 く。」14)と述べている。 また永安慨 は別 の論文 「地 方財政

調整制度の本 旨」(都 市問題2巻3号,昭 和10年)の ・1:「では,実 際 に 「調整金

は専 ら過重 なる税負担 の軽減 に充 当せ しむる。」ユ5)と ,明 確 に交付 金の使途 を

地方税負担 の軽減 にお いてい る。

とい うことは,永 安 氏は使途の意 味 を間違 って把握 し.ていた ようであ る。要

す るに,補 助金の よ うに特定事業 を指定 して交付す るのが使途指定 であ らて,

「地方税負担の軽減」 は使 途指定 では ない と考 えたわけ.である。 しか し,交 付

金 の交付 に対す る具体的対 象のない単 に交付 の 日的,つ ま り 「地域 間財政力の

調整」 あ るいは 「財政 窮乏 の是正のための財政保 障」 な どの 目的下 に,交 付 さ

れた交付金 を地方団体 が自由に使 え るな らばそれ は使:途指定 ではないが,「 地

方税負担の軽減」 とい うのは,交 付 に対 す る具体的対;象であ り,そ れ以外 に,

例 えば施設 の拡充 あるいは住民 のニーズに応 ず る事業 のため には充当 してはい

けない とい うこ とにな るか ら,「 地方税負担 の軽減」 信確 かに使:途指定 である
。

したが って,こ の使途制限 に対す る論 争は,永 安氏が使:途の意味 を間違 って把

握 した結果 とな り,両 者の見解の特徴 に示 されてい るよ:うに,結 局両者 共 に使

途指定 に帰着 して しま うのであ る。

ところで,こ の論点 に対 する論争の現代的意義 は大 ……凱 ・。2つ の面 で交付金

14)永 安 百治 「再 び地 方財 政交付 金制 度に就 い て」 自治 研究9巻12-U ,昭 和8年,7ペ ージ。
ユ5)永 安 百治 「地 方財政 調整 制度 の本 旨」 都市 問題21巻3号 ,昭 和:II〕.年.,55ペー・一ジ。
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制 度 の あ るべ き姿 を提示 して くれ る重要:

まず 一 つ は,交 付 金 の使 途 を指定 せず,

姿 で あ る とい う こ とを明 らか に して くれ;

化 され なか ったが,後 で制 度 化 され た。

ら この よ うな論 争 が あ ったか ら こそ,今

い とこ ろ まで発 展 が 可能 で あ った と言 え 、

名 目上 には使 途 を指定 して い な いけ れ ど

助 金 との連 動,地 方債 との連 動,そ してi

どに よ って,国 に よ る地 方 自治体 の 財政 〔

の 「補 助 金 化」 の 性格 が 高 ま って 曳、・る。

性 質 が根 本 的 に異 な る とい うこの論 争か.

が ま さに一 般 財 源 と して のそ の役 割 を果 フ

存 在 の根 拠 は 喪 失 して しま うの であ る。

も う一 つ の よ り重要 な現 代 的意 義 は,[

「諸対 策 な き交 付 金拡 充 」 とい う永 安氏(

今 日に ま で そ の枠 組 み を踏 襲 した結 果 は、

こ とが 明 らか に な った。 つ ま り,税 源委1

の根 本 的 な地 方財 政 の確 立 な くして は,:i

よ る しか道 は ない の で あ る。 要 す る に,・

速 な増 加 に よ る依 存 財 源 の み が増 加 す る 、

喪 失 して中 央 集権 の統 制 を受 け ざる を像

て 暗示 してい た の で あ る。 した が っ て,涯

され て い ない 汐 見 氏 の主 張 を今 日改 めて1】

面 にお い て も大 幅 に是 正 しない限 りは,・

加 は必 然 的 現 象 と して予 見 され,地 方財:1

な る。

:=1∈…・・6一冒・

・:ゴ面 を見311.すこ とカミで きる。

地:方 自治 団体 に任 せ る のが あ るべ き

こ点 で あ る、、 これ は成 立 当時 に は制 度

とい うこ1二ぽ,こ の制 度 の導 入 当初 か

;の 地 方交 計税 が 使途 を指定 して い な

1ζう。 とは い え,今 日の 地方 交 付 税 が

1=、.実際 的 に交 付 金 の財 源 に おい て補

:;:1…:・1寸金 の交 付}:二お い て も官僚 の操 作 な

1:誘 導 お よ び統制 の手 段 とい う交 付 金

.、∵1:二が って,交 付 金 が補 助 金 とは そ の

・i)その重 要 性 を改 め て吟 味 し,交 付 金

t:二す よ うに しない 限 りに は,交 付 金 の

;〔i費地 方 費 の負担 区分 の是 正 な ど の

;:)見解 が成 立 当時 に制 度 化 され て 以 来,

中央 集権 化 に帰 着 して しま う とい う

i:1…,国費 地 方費 の負 担 区 分 の 是 正 な ど

1
:≡:方財 政 は 交付 金 と補 助 金 の増 加 に た

:包:)結果 は ,今 日の よ うに交 付金 の急

:::.1.1:.にな り,地 方 財 政 は その 独立 性 を

:.1こくな る と./、・うこ とを この論 争 は優 れ

1}1;立当時 に制圧£化 され ず,ま だ 制 度 化

到来 し,国 費地 方 費 負 担 区分 とい う一

削 麹 こお い て も交 付 金 及 び補 助 金 の 増

;…1.:・/り自主 性 は ます ます 失 われ る こ と に
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3.国 と地方 との対 等な立場での調整機構 の必要性i.一一.一地方か らの告唖御一

策3の 論点は,交 付金 の最高限の決定の問題 とそれ1:二伴 うi講座 機構 の設置 の

問題 であ る。

これ に対 し,ま ず汐見氏の主張 を整理 してみ ると酒:の ようになる16)。まず第

1に,交 付金 の財源た る収入変動及 び交付金配分標準 の変動 に:伴う交付 金割 当

額 の変動 を如何に調和すべ きか,例 えば相続税,第:;三 種所得税,資 本利 子税 の

収入 が変動 す ると自ら交付金の金額が変動す ることと.なる。更 に配分標準 た る

人 口数 と貧弱の程度 とに絶対的又は相対的変化 がある と、交:付金の割当額 を変

更せ ねぼ な らぬ。 この場 合如何 に して図 るべ きかか問 題 とな る。

第2に,義 務教育費 も最初は少額 であったが後 に大 きくなった ことを指摘 し,

交付 金制度 も一度採用すれ ば,将 来交付金増 加の要 求が逐年強大 となるであ る

か ら,こ れ を如何に処置すべ きか,交 付金制度 を…・i:l/:実施 すこれば 地方団体 は こ

れ を当然 の収入の如 く考 え るこ とにな るか ら,交 付1;1…1に対 す る要求が逐年増加

す ることを覚悟せね ばな らぬ。

第3に,交 付金 を極蜘 こ拡張 す ることは結局 は地 方税制度 を否認す ることと

な るのであ るか ら,交 付金 の総 額 をどの程度 に止 め るべ きか とい う3点 を指摘

してい る。要す るに,汐 見氏 の主張 は,交 付金制 度に:.伴い上 記の3点 が起 こ り

うる し,実 際 に起 こった場合 は,ど う調節す るか をり…確 に定1舅:・なければ な らな

い とい うことで ある。

この ような汐見氏の主張 に対 して,永 安氏の反論 は:次のよ うに整理す ること

が で きる17)。第1に つ いては,交 付金 の財源た る収 入の変動 に応 じて,交 付金

の総 額が伸縮 す ることは本案の特徴 である。義務教 育費国躍茸負担金 のよ うに,

財政状況の如何 を問 わず,巨 額 に達す る交付金 の総額 を固定 す ることは,不 況

時 におけ る国家 財政 を圧迫す るか ら不 当であると反論 しr:い る.。

第2に ついては,本 制度 において:は,そ の総額 は蹴走:せず,国 税 の増 減に よ

16)汐 見 三郎 「地 方財政 の改 革」235ペ ー ジ。

17)永 安 百 治 「地 方財 政調 整交 付金 制度 に就い て」4(}一41ページ.,.
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り自然 に調節 され るのみ ならず,そ の財1

圧迫す ることな きは もちろん,将 来交付1

方針 を維持す る限 りにおいては.問 題は}

第3に つ いては,交 付 金を地方税 総鶴

局程度 の問題 であ って,制 度の根本 に触1

す るに,永 安氏は,交 付金の総額 を固定 コ

るが,そ れ以外の ことは特に問題 にはな1

このよ うに,交 付金 の総額は固定 せず1i

い う永安氏の反論 に対 し,汐 見氏 ほ,そ バ

聞 しなが ら,地 方財政調整交付金 の財源

続税の3種 の租税収入の変動 を実際 に考i奮

い.……}・6..号

　1庸 特 定 して い るた め に,国 家 財 政 を

1…:i:の増 加要 求 が 起 こ って も,本 制 度 の

:.:いと反論 して い る。

1)… 割程 度 に止 む べ きか ど うかは,結

';:..るもの では な:いと反 論 して い る。要

11'..1.しば 国家 財政 を圧 迫 す るか.ら反 対 す

i::ない と反 論 して い る。

ii…:税の増減 に よ り自然 に調 節 され る と

い;;こに具 合 よ く動 く もの で あ るか と反

(:1ある第2種 所 得 税,資 本 利 子税,相

ii…iする こ とに よ って再 び反 論 して い る。

表1地 方財政調整交付.金財源の税の変動 (単位:千 円)

昭和1年

2年

3年

4年

5年

6年

第2種 所得税

30,913

29,816

30,860

30,487

29,514

27,330

資 本 利 子%B2, 相 続 税

12,302

15,494

16,257

16,242

:[5,724

14,835

22,005

36,969

39,765

27,506

42,337

23,988

(資料)汐 見三郎 「地方財政調整交付金を批判す」lli

つ ま り,表1の よ うに,第2種 所 得 税 と

相続 税 の方 面 には か な りの動 揺 が あ る。 し,

収 入額 」 と 「地 方 財政 が 交 付 金 を必 要 とす

調 節 で きるが,こ れ らの国税 収 入 が 少 な く

す る金 額 が大 とな った時 には人 為 的 に調 節

際 に交 付金 が変 動 す る こ とを指 摘 し.人 為

この論 点 に対 す る論 争 は,交 付 金 制 度 の

18)汐 見三郎 「地方財政調整交付金を批判す一160-6,:1

.A叢36巻3号

資.本利 子 税 とは あ ま り変 動 しない が,

た:が って.、 「財 源 た るこれ らの 国税.

・.≡額 」 とが歩 調 を共 にすれ ば 自然 に

な るに もか かわ らず,交 付 金 を要 求

.ず る必要 が起 こる18)。 要 す る に,、実

;i、:1調節 の必要 性 を主 張 して い る。

≡.的で あ る地 方税 負 担 の軽 減 が達 成

. ぺ ・.一ジ 、r
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iされれ ば,他 の問題は起 こった として も別 に重要 でll;1::ないとい う永安氏の見解

と,交 付金制度が応急的手段 にす ぎないけれ ども.一.つ の制.T)rを実施す るに当

た っては,そ の制度 か ら起 こ りうる諸問題 までを把握 し,そ れ に対す る対策 ま

で も考 えなけれ ばな らない とい う慎重 な立場 の汐見[:1:iの見解 との対立 であ ると

い えよ う。

確か に,こ れは汐見氏 の主張の ように,一 つの制度 を導入す るに当た っては

様 々の面 で慎重 に検討 しなければな らない。 この論 点 に対す る論争 において も

今 日の地方財政調整制度 を立て直す上 で,窮 めて重要 な意味 を与えて くれ るの

であ る。

それ はまず一つは,交 付金制度の実施 に伴い,交 付金増額 の要求 な どの問題

は起 こ りえ るとい う汐見氏 の主張ではな く,そ の問題 を無視 した永安氏の主張

が採用 され たわ けであるが,結 果的に汐見氏が指摘 した とお り交付金増額の要

求 が実 際 に起 こ り大 きな問題 となって,そ の重要 な　i:殊が 明 らかにな ったの で

ある。

もう一つは,よ り重要 な現代的意義 としては,以 上 のよ うな諸問題 が起 こっ

た場合,人 為的調節 の必要があ るとい う汐見氏 の指繊であ る。 この主張 も成立

当時 には反映 されなか ったが,こ の主張はその後で真価 が発揮 されたのであ る。

つ ま り,こ れはすでに この制度の成立過程 で指摘 されてお り,そ して この問題

が重要 であ ったか らこそ,日 本 で一番す ぐれ た地方財.政調整制度であ った平衡

交付金 の ときには 「地:方財政調整委員会」 とい う調整機構 がli量置 され,国 と地

方が対等 な立場 で諸 問題 に対す る協議が行 うな どの地方E[治 の発展の経験 を一

度 は味わ うことがで きたのである。

しか しなが ら,「 地方財政調整委員会」の ような…illl;整機構 を廃止 して しま っ

た現在 におい て,こ の論争 に示 され ている重要 な意淋.を 改めて吟味 され る必要

が あろ う。

要す るに,平 衡交付金制度か ら現行の地方交付税 に改悪す る際 に,「 地方財

政調整委員会」 とい う調整機構 を廃止 した のは,こ 二の委員会が中央集権化 を妨
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げ る最 大 の障 害 とな って い たか らで あ る。:一.,たが って,汐 見 氏 の指 摘 の よ うな

地 方 か らの制 御 装 置 が ない限 りには,地 方 財:政調 整 制 度 を国 の 施策 の遂 行 のた

め に徐 々に変 質 させ,ま す ます地 方 交 付 税 を国 が…づ:「的 に運用 す る よ うに な る

の で あ る19)。

4.地 方財政 自主性確 立への筋道

一 補助金の整理及び交付金 と租税体系.と.の調和ト…一..一

策4の 論点 は,国 家 財政及 び地方財政 の組織全体 と地方財政調整交付金 との

関係 である。 この論点 に対 しては汐見氏は次のllつ を.主張 してい る20)。第1に,

義務教育費 国庫負担金 も一種 の交付金 であるか ら地方財政調整交付金 と統一す

る ことが先決問題 であ ると主張 してい る。 つま り他 の交 付金例 えば義務教育費

国庫負担金 はその独 自の配分方法に よゲ1:交 付 し,地 方 財政調整交付金は また

独特 の方法 によ り交付 し,そ の間に何等 の合理的関連がなけれ ば財政 を苦 しめ

るのみである。同種 の交付金 を合理的 に統.∴・す ることが先決問題 であ ると主張

してい る。そ して第2に,租 税体系 に対 す る交付金 を租税体系 に調和 させ るべ

きである と主張 してい る。

これ に対す る永安氏 の反論は,ま ず第:目.=:対しては,「 地方財政 調整交 付金

は.他 の補 助金 の類 とは全 くその 目的 を異;.=.するに もかかわ らず,こ れ を同種

の もの と誤解 した ことか ら生 じた主張 であ 凱、各種 の補助金の類は,い ずれ も,

その特定の事業 の 目的 を達成す るためにf:iう ものであ るか ら,使 途 を限定 せざ

る交付金制度 が出来て も,補 助金の類 には影響 を及1まさない。 イギ リスにおけ

る一般 国庫交付金制度創設 の際の事例 の よ:うに,各 種の補助金の類 を整理統一

す るこ とは全然不適当 とは考 えないが,決L.て 先決 問題 では ない。」21)と 反 論

してい る。

19)拙 稿 「地 方財 政 統制 手段 として の地 方交付 税 「交 俘脱1による ナ シ 。ナ ル ・マ クシマ ム統 制 につ

い て ・一(2)」 経 済 論 叢 工47巻4・5・6号,66-70ペ ー一

20)汐 見 三 郎 「'地方 財 政 の 改 革 」236ペ ー ジ。

21)永 安 百 治 「地 方 財 政 調 整 交 付 金 制 度 に就 い て 」,

一.ン:,参 照
。

.、、'・13ペ … ジ 。
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そ して第2に ついては,要 す るにこれは観念論 であ ⊇…}と言いなが ら,現 行 租

税体系及 び利益原則 ない し一般的補償 の観念か らみて,地 方税 として賦課す る

ことを相当 と認 めなが ら,税 源 として個 々の地方f_3`1体に配分す ることが不可能

又は不適 当 とす るものを,一 応 国税 と して収入 し,.と:.れを:地方団体 に交付す る

ことは決 して不 当ではない。む しろ地 方団体 のためll:1,賦 課 しに くい地方税 を

国税 として賦課 する ことは,そ の点に関す る限 り…・歩改善 さ:れた もの といわ な

ければ な らぬ。 これ ら税種 の選択が地 方税 として賦課 を認め るべ きに もかかわ

らず これ を認 めないために存す る担税 力の余裕の相i…2≡:lilであ;522)と反 論 し て い

る。

これ に対 し汐見氏は再び次のよ うに,第1の 補助金 との関係に つ い て は,

「昭和7年8月 に示 された 「地方財政調整交付金制度要綱案」 なる ものには,

義 務教育費 国庫負担 金中特別市町村に対す る交付金 の内にも包含 していたので

はないか。 この ことは国家 よ り地 方団体へ交 付す る補助金 も財政調整 の 目的 を

有 す るもののあるこ とを暗示 してい るので ある。 ま;;1:=永安氏 は交付金制度 を支

持 す ることに熱心 な余 りに,交 付 金制度の配分方法の定 め方 に.おいて欠点が な

い と主張 し.交 付金制度 の将来において国家財政 と地方財政 とに及ぼす影響 に

ついては何等の心配 ない と断定す ることは少 し行 き過 ぎた議論で ある。」28)と反

論 している。

そ して第2の 交付金 と租税体系 との調和 につ いては,「 国家財政及 び地方財

政 の大 なる組織 を願望 に運用 して い くのが私 の目的であって,交 付金制度は こ

の大 目的の前 においては一 つの手段 に過 ぎないのでlii　る。 これ、は 日本の財政全

体 をまず 眼中に置 き全体 と部分 とを如 何に調和 すべ1:1!かを考 え.,条 理 よ く通 っ

た制度 を採 用 したいのであ る。地方財政調整交付金 の制度 を主張す ることと国

税 体系 と地方税体系 との関係 を考慮す るこ ととは渋∴.て両立 し得 ない命題 では

ない。む しろ国税体系 と地方税体系 との調和 を図 ると.ころに交付金制度 の使命

22)同 上,43-44ぺ 　 ジ。

23)汐 見三 郎 「地 方財 政調 整交付 金 を批判 す」65ペ ージ。
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が存 して い るので あ る。」24)と 反 論 して い 馬,つ 嵌 り,交 付 金制 度 は,租 税体

系 とに か け離 れ た制 度 と して で は な く,租 税 体 系 の:全体:の中 で の 一 つ の制 度 で

あ って,そ の租税 体 系 全体 と交 付 金 制度 が調 和 す る こ::.とに よって は じめて その

機 能 は発 揮す る とい うこ とで あ る。

結 局,こ の論 点 に対 す る論 争 を端 的 に 、店 舞:.ば,両 者 の基 本 的 観 念 の差 に基 因

す る当然 の帰 結 で あ る。 なぜ な ら両 者 の見 解 の特 徴 に.示され て い る よ うに,永

安 氏 が 交付 金 単 一 論 を主 張 して い るの に対i...て,汐 見 氏 は交 付 金 を過 渡 的 一 つ

の 手 段 と して,諸 対策 との併 用 の 中 での 租.税体系 とi7)調和 を主 張 して い る か ら

で あ る。 要 す るに,「 交 付 金 単一 論」 と 「二…1:1付金併 用論 」 との対 立 で あ る。

この論 争 の 現 代 的意 義 を成 立 当時 の代 表i…勺論 者 の一一人 で あ った三 好 重 夫 氏 の

見 解25)を か りて評 価 してみ れ ば,や は り交 付 金制1'は 税 制 と併 用 して税 制 の 欠

陥 を補 完す る こ とに よ って,地 方 自治 を活 かす制 度 と して行 われ るべ きで あ る

とい う面 で,汐 見 氏 の主 張 は 極 め て重 要 な:}:1::味を一IFえて くれ る ので あ る。 とい

うの は,現 行 の地 方交 付税 が 資本 主 義 下 の税 制 欠 陥 を補 完 し,ま さに地 方 自治

を活 かす 制 度 と して作 用 して い るよ り も,;1{渤 金 ぱ補 助 金 な りに,交 付 金 は交

付 金 な りに 中央 統 制 の 一 つ の 手段 と して 作:期 して 、、・るか らで あ る。 要 す る に,

交 付 金 は補 助金 と組 み 合 わ せ られ 地 方財 政 統 制 を最;大‡化 す る手 段 と して 作 用 し

て い る26)と い う現 実 を考 え る際 には,こ の論 争 で の汐 見 氏 が主 張 してい る よ う

に,今 日の地 方 財 政統 制 にお け る両大 柱 の….っで あ る補 助 金 を で きる限 り整 理

24)同 上,62ペ ージ。

25)三 好氏の見解の特徴は,ま ず第一に,独 立財源…i…i::義原:貝1「下に:,地方財政調整制度をその原則を

補強する役割として規定しで,・る。つまり,地 方断1.}の発展を支えるための地方財政調整制度を

主張 していること。第二に,交 付金制度を国費地:方観の負.担曄:分・の是正と税制改革とに併用すべ

きであるという「交付金併用論」を主張しているこ::ll:::.,第3に.,交付金を一般財源として地方自

治団体の自由に任しており,さ らに補助金を交付:≦i:i:.2:)財源に包含することを主張していること。

第4に,交 付金の効果は,財 源の再分配による地:方財政.の確立にあるとし,そ れで最初は調整金
を主張したが,こ の面でより優れた譲与税方式を宝i:i'.毫:}.ている地力分与税を新たに主張しているこ

と。第5に,配 分方式をより機械的に,よ り精密化し1官 僚.介入の可能性を排除して 「交付金の

補助金化」を防 ぐべきであると主張していること「::%る。拙稿 「地方財政調整制度の成立過程に

おける論者の見解 とその帰結」参照。

26)拙 稿 「地方財政統制手段としての地方交付税一疫 気.:'税によるヲ..シ,窒ナル・マクシマム統制につ

いて(2)」 経済論叢147巻4・5・6号 。
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し,交 付金 に合 併 す る とい う ことは 今 日改 め て窮 めて:1ヨ霧 ぎな意 味 を与 えて くれ

るの で あ る。 この 補 助 金 の整 理 は,地 方 財政 の 自主 性 を確立 し中央:集権 か ら脱

皮 を図 る重 要 な一 つ の 筋道 な の で あ る。

III永 安官治 と藤谷謙==と の論争

1,永 安 ・藤谷論争の概要

両者の論 争 を考察す る前に,そ の前提 として当時:;1;::阪南1…1}大学経済研究所教

授 であった藤谷氏 の見解 を明確 にす る必要 があ る27)、,.1…:マれ は第:1.に,独 立財源

主義 の原則 に立脚 し,税 源委譲 あ るいは国費地方費 角担 区分の是正 な どを通 じ

て地方財政 の 自主性 の強化 と地方財政の確立 に よる地:方自治1つ発展 を支 えるた

めの地秀財政調整制度 を主張 してい ること。第2に,交 付金制度 を,諸 問題 に

対す る諸対策 中,同 一地 方団体内の都市 と農 村にお ける地:方税 負担 の過重 を是

正す るための一つの応急 的対策 として規定 してい るとい うことであ る。つま り,

地方団体間 におけ る絶対 的財政窮乏 とその財政 窮乏 の格差 の問題揖;税源委譲 と

国費地 方費 の負担区分 の是正 によって解決 し,同 一地方団体 内の都市 と農 村 に

おけ る地方税 負担の過 重の問題は税 制改革 とと もに応急的交付 金制度 によって

解決す るとい うことであ る。 このよ うに交付金制度 は旨.地方財政問題点 に対す

る4つ の対策 中,応 急的一つの対策 に過 ぎない とい う 「応急的併用論」 を主張

してい ること。第3に,交 付金 の使途は藤谷説 の当然 の ことで,農 村 の地方税

負担の軽減 においてい る とい うことであ る。

この永安 氏 と藤谷氏 との論争過程 は次の ようである,ま ず藤 谷氏が 「地方財

政調整交付金 案に就いて」(経 済時報4巻10号,昭 和1　年)7:)中 で,「 内務省

案」 をみて,「 地方財政調整交付金案は,従 来 の地突'財政救:済策 とは著 しく異

なる特 質 を持 つ といわねば ならぬ。」28)といいな:がら.1:レ,ある点 に つ いては批

判 したのに対 し,永 安氏が直 ちに 「地方財政調整交 付.三…臣:に就 」・て」(自 治研究

27)藤 谷謙 二 「地 方財 政調 整交付 金案 に就 いて」 経済 時報4巻1〔 〕.1…i},昭和8年,39・ ペー ジ。

28)拙 稿 「地 方財 政 調整 制度 の成 立 過程 にお ける論者 の見解 とそ1::じ.帰結」 参照 。
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9巻2号,昭 和8年)の 中で,こ の指摘1

は 「再 び地 方財 政 調 整 交 付金 制 度 につ い'

の 中 で,再 び反 論 した 。 この藤 谷 氏 の再/:

本 旨」(都 市 問題21巻3号,昭 和10年){フ

一唱E:i・15月号

:::縦して反 論 した 。 これ に対 し藤 谷 氏

::1」(経 済 時報5巻9号,昭 和8年).

;i!:論に対 し永 安 氏 も 「地 方財 政調 整 の

:::.　二で,再 び反 論 を続 け た。

2.交 付金制度の限界性 と 「交付金併用iC'X771

藤谷氏が指摘 した点は,内 務省の交付三iii

地 方団体貧 富の懸隔 を問題 とし,是 正 にヌ1:

.うことであ る。

つま り,委 任事務費 は本来国費 を持 って

れ が地方財政 に対す る重圧 とな り,地 方職i

となってい る以上,そ れは明 らか に不 当な

不均等,不 公平 である。 したが って,地=右

関連 してい える所 であ り,地 方固有 の施議

平 とい う問題 は起 こり得 ないので ある。 も

差等 を許され ない とすれ ば,地 方 自治団体

て も過言 では ない29)と指摘 してい る。要す

事務費 に限 って起 こり,固 有 事務 には起 こ

均衡 の是正 を目的 としてい る地方財政調整

限界が ある とい うことに なる。

この よ うな藤谷氏の指摘 について永安氏

治は単 に国家制度 の地方的設備た るに過 ぎ

は従来の 自治制度 の末節 に扱 われた見解 で

委任 事務は もちろん固有事務 も本来国家 の

行為 は,行 政 を地方の実情 に適切な らしめ

;L.へ の確立

…:制度案は単純 に税源配分 の不公平,

「す る限界掠 問題 とされ ていない とい

.支弁すべ き負担 を地方費 に移 し,そ

1負担 に存す る地域的差等の重要 因子

..il地方税 負担 の懸隔であ り,負 担 の

♪税負担の不均衡 とは国政 的事務費 に

1,経 営に:要す る経費については不公

...、この部分 の負担 について も地域的:.

i.1…二在 の意義は大半没却 され るとい っ.

・.ヨ:.に,地方税負担 の不均衡 は国政的

らないか ら,地 方税負担 の地域 的不

i【:1付金制 度を持 っては不均衡是正 に

1:.次の ように反論 してい る。地方 自

噛1'.:いとい う立場 に立
って,こ の指摘

あるといいなが ら,「 自治事:務は,

ξi:務であ って,こ れ を自治 に委す る

:..が為 であって,国 民全体 い担 税力

29)藤 谷謙 二 「地 方財 政 調整交 付 金案 に就い て」4:Lベ ー..一ジ「。
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に応 じて負 担 す べ き もの を,地 方 に転 嫁 せ んが た め9て:1は決 して な い
。」3ω つ ま

り,地 方 自治 団 体 の 固有 事 務,委 任 事 務 す べ てが 元:来国家 事 務 で あ るか ら国 民

全 体 の担 税 力 に応 じて負担 す べ きで あ る。 したが って,地:方 財政 調整 交 付 金 に

よ る解決 の根 拠 が こ こにあ り,不 均 衡 は完 全 に是 正r!:れ る と1.・う こ とで あ る。

この よ うな永 安氏 の反 論 に対 して.藤 谷 氏 は,遺 憾 な が ら この点 に承 服 しに

くい もの を見 出 す の で あ る とい い なが ら,再 び次 の よ.うに反 論 して い るal)。

現 代 の 地方 制 度 は地 方 自治 と称 す る も実 は,自 主的 もの で な く、 いわ ば官 治

的.に止 ま って い る こと一 面 と,地 方 団体 存 立 の 目白{II..}:この 外 に,国 家権 力 の統

制 下 にお い て で はあ るが,団 体 自身 の 自治 的活 動 に:H:す る こ と も亦看 過 すべ か

ら ざ る一 面 で あ る。 この面 の意 味 で,地 方 団体 の行 う事:務 は 国 よ り委 任 され る

もの と然 ら ざ る もの に よ って委 任 事 務/固 有 事 務 のこ二.っに分 かれ る。 ま た法 令

に よ って地 方 団体 が 執行 の義 務 を負 わ しめ られ るか否 か に よ って強 制 事 務 と任

意 事 務 とに分 か ち得 る。 と ころが,強 制 事 務 は:,こ;:i'Lに関 す る経 費 も亦 地 方 団

体 が 必要 の有 無 を判 定 す る 自由 を有 しない性 質 の 蓬,::りで あ るの に対 して ,任 意

事 務 に関 す る経 費 は その必 要 の有 無 を地 方 団体 にお い て判定 し.,任 意 にそ の 支

出 を決 定 し得 る所 で あ る。 こ う してみ れ ば,そ こに地:方団体 の創 意 に よ る施 設 ,

経 営 の 余 地 は任 意 費 の領 域 にお い ては じめ て これ を見 出 し得 るの で あ る。 これ

は 地 方 団体 存 立 の 目的 に試 み て,重 大 な る意義 あ るILの ど、・わ ね ば な らぬ
。

した が って.地 方 団体 の事 務 経 費 の 内容 を この よ うに重 要 に区別 を認 め得

る以 上 は,こ れ をす べて 本 来 国家 の 事 務 で あ り,国ji:ii!溌体 がまll税力 に応 じて負

担 す べ き もの に属 す る と断定 す るこ とは で きな い。 っ.ま り,そ の支 出 につ い て

必 要 の有 無 を認 定 す る 自由 を有 せ ざ る経 費,す な.わち義 務 費 に関 す る限 りに お

い ては地 域的 な負 担 不 均衡 を排 除 す べ き こ とは い う:…}:..て捲 ない 。 しか し任 意 費

に お い て は.そ の 必要 の有 無 ない し程 度 につ い て,債.々 の 地J5団 体 に 自由 な る

判 定 の余 暇 が残 され て い るの で あ るか ら,こ れ に よ ゲ.(:生ず る負 担 の 相違 は 当'

30)永 安百治 「地方財政調整交付金制度に就いて」自治研究9巻 割3・,昭 和8年 、.44ページ。
31)藤 谷謙二 「再び地方財政調整交付金制度について.1経済時報.1}巻9帰 ,昭 和8年,25-26ペ ー

ジ。
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然 そのまま当該団体限 りにおいて担 うべii礎 あ・。て,こ の部分 については負担

の均衡 化を考慮すべ きではない と反論 して:::いる、

要す るに藤谷氏は,地 方 自治団体 が事務:2:)執行=濤よび経費の支出 を自由にで

きる固有事 務(費)お よび任意事 務(費)が あるか らこそ地方 自治の存在 の意

義 があ るとし,し たが って,委 任 事務 および強制事務 においては地 域間不均衡

を是正すべ きであるが,こ の任意 事務 に:)ti1.・ては」麺三方 自治団体 の 自由に任せ,

これに よって地域間負担 の不均衡 があって も,こ れ は国家 が関与す ることでは

ない とい う地方 自治の 自主性,独 立性 を強調す る立場 である。 だか らこそ不均

衡是正 を目的 としてい る交付金制度 によってその1'VE.界が あるとい うことで ある。

この藤谷氏 の再反論 に対 して永安氏 も次の よ うに再反:諭してい る。 つま り,

地 方財政調整 の対 象 として委任事 務 と固有事務費 とを区:別すべ きであ るとの説

があ るけれ ども,地 方 団体 において処理す る委任事務費 その他 の負担 は,い ず

れ も地 方の公益 に関す るものであ るか ら,法 令の形式 に扱われ これ を区分 を充

て ることは妥 当を欠けている。また実際 に::1;テいて[茎:分は容易ではない。 したが

って,地 方財政の調整 は地方団体 の各個 につ きその財政 を総合的 に観察 して特

異性 に応 じて:行うことが最 も適切 であ り,:ヨ……:たこれ よ り他 に対策 はない32)と.

委任事務 と固有事務 との区別 の困難 さを理由に して,交 付金制度 によ って解決

す べ きである とい うことを続 けて主張 してい る。

この永安茂 と藤谷氏 との論 争 も結局は 「交付金単…論 」 と 「交付金併用論 」

との対 立に帰着 され るといえる。 なぜ な ら1,永 安氏が固有事務 も委任事務 もす

べての地方 自治事務 は国家事務であ って,そ れか ら生ず る負担不均衡 は地方財

政 調整交付金 によっては じめて完全 に解決 され る、ヒい う永安氏 の一貫 した中央

集権 的交付金単一論 の当然の帰結 である、,

これ に対 し藤谷氏は,固 有 事務 と任意事務 を明確1こ二区分 した上 で,固 有 事務

は税源 委譲 に よって固有事務 を充実 し,liii…≡任事務 による地域 間の負担不均衡は

交 付金制度 に よって是正す るとい う見解で::1…:)る。つ ま り,交 付金制度 の限界性

32)永 安官治 「地方財政の本旨」都市問題21巻3号.1v3和ユ箇三,52ページ。
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を明 らか に指摘 してい る。 これ は結局 は,交 付金1{

一つ の手段 として併用 して行 うべ きであ るとい うラi

た交付金併用論 の当然 の帰 結であ る。

結局 この論争の現代的意義は,今 日におけ る地:1

政の グP一 バル化の傾 向は常 に地方 自治の事務 をll

この ような状況下 にお.いては永安氏の見解の よ ケ1

金拡充」 の方法 の踏 襲 によっては,い ま以上方地1

ない。 したがって,藤 谷氏 が主張 しているよ うに,

に区別す ると同時 に固有事務 を増や し,そ れ に伴 」

正 とともに税源委譲の もとで,交 付金制度 による;1

うに地方財政の 自主 性 を高 め,地 方 自治 を発展 さr

らない。 この点 こそ,こ の論争 における藤谷氏の1i

ると言 えよう。

=..1謄を地方 自治 を発展 させ る

≡::珠であ り,藤 谷責 め「貫 し

1「.1…1治の発展の要求 と地方財

三:.':.1…託
ノてい るに もかかわ らず,

蝉:玉来 の 「税源委譲 な き交付

i:胎を発展 させ る ことがで き

.司有事務 と委任事務 を明確

i調 費地方費 の負担区分 の是

..戴間 の調整 を行 うとい うよ

i、:齢方 向に.転換 しなければな

i:iれた指摘 の現代的意義 であ

3.現 代におけ る 「交付金併用論」 の意義

「交付金併用論」 の現代的意義 を2つ の面 で挙 レ

は,交 付金制度 それ 自体 が民主主義的 でなければオ

でもないが,そ の上,さ らにその交付金制度:をと1

民主主義的 でなけれ ば ならない とい うことで ある。

つま り,交 付金制 度それ 自体 が民主主義 的 であ'

り囲んでい る中央 ・地方 を通ず る行政,財 政,租ll

その中での交付金制度 は働 かな くなるか,あ るい1:

これ は,1950年 の平衡交付金がわずか4年 で中央≡1

れ た ことや,1954年 成立当時の地方交付税 と.1992==

で きないほ ど中央集権的諸環境 の中で,よ り中央il

られ て しま った とい うことで明 らか になった。

もう一 つは,資 本主義 の経済 法則において は,;1

デる こ とが で き る。 まず一 つ

≡i.:らな い と.いうこ とは い うま

!ほ…1ヨん で1、・る諸 環 境 が 併 せ て

・・..1::も,その交 付 金制 度 を と

良体 系 が 中央 集 権 的 で あれ ば,

rill央集権 的 に変 質 され る。

i…:TIE強化 の嵐 に よ って廃 止 さ

……:現在 の地 方 交 付税 とは比 較

i…i権的 な制 度 と して変 質 させ

　域 不 均 等発 展 は必然 的 で あ
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る83,。 それ は 租税 体 系 だ け で は完 全 に是 」

金 制 度 のみ で は藤 谷 氏 が 指摘 した よ うに 冒

す るに,交 付 金制 度 が 租 税体 系 と独 立 しU

国 ・地 方 財政 の体 系 の中 で,そ の体.系 と.i

発 揮 され るの で あ る。

した が って,こ の制 度 の成 立 当 時 の代 …i

の よ うに,基 本的 には民主主義 的租税体1

制度の確立 の上に,資 本主義 に内在す る」

財 政調整制度が補完 し,そ の調和 の中で1二

あ る。要す るに,税 源委譲,国 費地方費1コ

を通ず る民主 主義的地方財政体系 の中 で,

れ,さ らに民主主義的制度 として維持 レ・

に現代 におけ る 「交付金併用論」 の重要:1

..5・6号

::i:..て:1きない 、,これ を逆 に い えぼ,交 付

1…:二の限 界 が あ る とい う こ とで あ る。 要

.:=AR能 す る よ りも,租 税体 系 あ るい は

:≡芝和 す る 」二.とによ って そ の真 価 は よ り

i.ii.的論 者 の 中 の汐 見 氏,藤 谷 氏 の 主 張

!.;二の確 立 あ るい は地 方 分 権 的 地 方 財 政

:…i一の租 税 体 系 の 欠 陥 を民 主 主 義 的 地 方

::み 交 付金制 度 の真 価 が発揮 す るの で

:二財 旦区分 の是 正,補 助 金 の 整 理 な ど

」…:1…注 主 義 的地 方 財 政 調 整制 度 は生 ま

:.:づけ る こ とが で きる ので あ る。 こ こ

:.::意義 があ る と言 え よ う。

IVむ す び に

一 民主主義的地方財政調整制.!鎗D確立.への視点一

以上 の よ うに本 稿 で は,永 安 氏 と汐 別

て 検討 し評 価 しなが ら,こ れ ら論 争 のof

にお け る民 主 主義 的地 方 財 政 調整 制 度確1

点 は次 の4点 に ま とめ られ る。

まず 第1ぽ,使 途 の 自由の 問題 で あ る,、

に任 せ る のが あ るべ き姿 で あ る。 しか し{

が,現 行 の 地 方交 付 税 に は名 目上 には反 日

の財 源 にお い て補 助 金 との連 動,地 方債,

て も官 僚 の操 作 な どに よ って名 目だ け の ・

33)拙 稿 「地方財政危機の原因としての地域不均≦1

地域不均等発展は,資 本主義経済法則の必然性k

権によって助長されたという一面,こ の両面に=1

≡.:i國,濠た 永 安 氏 と 藤 谷 氏 の 論 争 を 初 め

一[:'的意 義 に つ い て 論 じ た 。 こ れ ら論 争

[.:1二・..・..の視 点 と し て 今 後 反 映 さ せ る べ き

1;～:付金 の 使 途 は 地 方 自 治 団 体 の 自 由

1..F=:の成 立.当 時 に は 反 映 さ れ な か っ た

失 し.て い る け オコ,ど も,実 際 的 に 交 付 金

i::.`1:)連動,そ し て 交 付 金 の 交 付 に お い

1::1のに な っ て し.・る 。 交 付 金 が ま さ に 一

1….:一.垂展」 経済 論叢146巻2号,ユ990年,50-61参 照。

=.i..晒す る とい う一 面 と,そ の上,官 僚 的 中央 集

5幽、・.1=地域 不均 箒発展 の過 程 を分析 した。
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般財源 として機能 しない限 りは,交 付金制度の存立 の意味は喪失 して しま うの

で ある。

第2は,調 整機構 の設置 の問題である、,こ;h、は1950年 平衡交付金 の と き に

「地 方財政調整委員会」 とい う形 で制度化 され たが、1!X54年 現行 の地 方交付税

に改悪 す る際 に廃止 され て,現 在 に至 ってい 蓋。そ の理 由は,い うま で もな

く.こ の委員会が中央集権 化 を妨げ る最大 の障ll匡1:であ ると思 っ た か らで あ ろ

う。 これ を逆 にい えば,こ の ような調整機構 が地:方分権 化 を確 立す るにあたっ

て必要不可欠の存在 であるとい うこと に な る.つ ま り,地 方交付税 の中央集

権 化強化への促進 の一 つの大 きな要因 は,こ の よ う な 国 と地方が対等 な立場

で協 議で きる調整機構,す なわ ち地方か らの制御装置が ない と い う こ と に あ

る。

第3は,国 費地方費 の:負担 区分の是 正 と補鋤 金:の整理 の問題 であ る。 この点

は今 日において もほ とん ど反映 されていない、、嗣費地方費の負担 区分の是正お

よび補助金 の整理 を伴 わない交付金の拡充の結果 は,今f:3の よ うに交付金 の激

増 とい う形 で顕在 しているのであ る。つ ま り,依 存財源 のみが激増す るこ とに

よって,地 方財政 にお ける中央統制 を強化す る重要 な一一・つ の原 因 と な っ て い

るのであ る。

したがって,国 費地方費 の負担 区分 の是正 に.;:.って地 方費 で賄 うもの を増 や

し,そ れ に伴 う税源 を地方 に委譲す るこ とに よ.=・て,国 費 としての補助 金 を大

幅 に整理 しない限 りは,地 方財政は中央統制か ら脱皮す ることがで きない。

第4は,事 務委譲 と税源委譲に よる地方固有1;ド務 の確立 と地 方独立財源 の拡

充 の問題 である。 この制度 の成立 当時か ら今}≡1に:.至るまで一貫 して きた 「税源

委 譲 な き交付金拡充」 の結果 は,今 日の ようにi…1:附金 とV助 金 の激増 とい う形

で現れ,中 央集権強化への最大の条件 となっている。

したが って,地 方財政 の中央統 制か らの 自由,そ して今後 の地方 財政の グロ

ーバル化傾 向に効率的 に対応す るためには
,地 方 に事 務お よび権限 を委譲 し,

それ に伴 い独立財源 を委譲 しなければ地:方自治あ るいは雑1方財政 の発展 は期待
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で きないのであ る。 これは先 の国費地:方ii!ii…の 負担[涯分の是正 と補助金の整理 と

ともに, .交付金制度があ るべ き交付金 とL..て機 能す るための必要不可欠 な諸環

箋の最大 の条件 なのである。つ ま り,交 付.金制度は交付金 制度 それ 自体 が民主

主義的 でなければな らない と同時 に,そ のi…受芝付金制度 をとり囲 んでい る諸環境

の是正が伴わなければま さにその真価 が発揮で きな匹・ので ある。 ここに 「交付

金併用論」 の重要 な意味 がある。

端的 にいえば、 「事務委譲及 び税源委譲 な:き交付金拡充」 あるいは 「国費地

方費 の負担 区分 の是正お よび補助金の整理 な き交付金拡充」の結果 は,今 日の

よ うに,交 付金 のみが急増す る結果 とな り,補 助金の漸増 とともに地方財政 お

よび地方 自治体は一層中央集権的統制 に:従属 し層てしま うよ うになるとい うこと

であ る。汐見氏の 「交付 金によって将来 に::わた り国家が地方財政 の統制 に乗 り

出 し、 さらに交付金制度 を拡張 してい く巖 初の段階 曽:!ある。」34)と い う痛快 な

指摘 は,60年 後 の現在 の地方財政 の中央;集権的状況 を優れ て予 見 した もの とさ

え思われ る。

以上の4点 ばこの制度 の成 立当時に反映 されなか 一、,ただけでな く,今 日にお

いて もほ とん ど反映 され ていない点 であ る、:.このよ うな民主主義的地方財政調

整制度 の確立 べの努力があ ったに もかかわ らず,成 立 当時 に制度化 され た中央

集権 的地方財政調整制度の仕組みが今 日に即いて もそ'の仕組 み を維持す ること

によって,中 央集権 的地方財政調整制度が維持 されてい る
。

これ は結 局,事 務委譲お よび税源委譲,そ して国費地方費の負担 区分 の是正

お よび補助金 の整理 な どとともに交付金 制.i:1…:を実施づ國'べきであ るとい う優れた

指摘 を無視 し.交 付金制度 のみ を拡充 した結果 であ り,さ らにその悪習 を今 も

捨てず伝統 として維持 してい る結果で もあ ～1.と言 えよう。 この仕組 み を変 えな

い限 りは,今 後 も地方財政 調整制度は地方財政:の統制手設 として機能す る とい

うこ とは充分予想 できる。

、したがって地方財政 あるいは交付金制魔 乙…:中央統IV[か ら自由にな るためには,

34)汐 見三郎 「'地方財政の改革」238ページ1,
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事 務委譲 お よび税源委譲,そ して国費地方費の負担1:i…=分の是 正お よび補助金の

整 理に よる地方財政 自主性 の強化の もとで,最 少限の財政調整 を行 うことであ

る。 さらにその財政 調整 において も 国 と地方 自治団体が対 等な立場 で調整 で

きる平衡交付金の地 方財政調整委員会 のよ うな調整機構が必要 である。 これ が

現在の中央集権的地方財政制 度の改革 におけ る中心課題 として論議 され てい る

点であ る。 この点 は,60年 前 この制度の成立過程 に:.凪・てす.r三に論議 され優れ

て指摘 された点で あることを認識 し,今 後 中央 集権 的地 方財政.制度 を根本的 に

改革す る際 には.こ れ らの論争 を原点 に して当時に制度化 され なか った見解 を

今 日こそ受け入れ てみ るべ きである、,果して地方財1:…ilヨニあるいは地方財政調整 制

度 は民主主義 的にな るか どうか。その審判は同 じく6()年を待つ必要 はない。

本稿の結論 として,ま だ反 映 され てい ない これ ら論.争に示 され てい る優れ た

見解 を,今 日の中央集権 的地 方財政調整 制度 を根本的 に立.て疲'ずための一 つの

手がか りとして反映すれ ぼ,民 主主義的地 方財政お 、:;こび民主主 義的地方財政調

整制度 への転 換は充分可能 であ り,こ の意 味において:.1これ ら論 争の現代的意

義 は極 めて大 きい と言 えよ う。(表2参 照)

表2論 争に示 された民主主義的地方財政調整制度確:立へ、の視.点
1＼

＼ ト成立当時の交付剣 現行の餅f金論 点

名 目上反日51.:.使途
の自由 未 反 映(謙 墨i…　

未 反 映調整機構
の設置 未 反 映

あるべ き交付
金 とその環境
(交付金併用論)

国費地方費の負担
区分の是:正及び補
助金の整理

事務委譲及び税源委譲(
固有事務の拡充)

帰 結

反 映

優監1:舞:…:i:::■..竺
映

未 反 映 未 反 映, 反 映

未 反 映 未 反 映 反 映
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